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総則及び総合的な学習の時間

１ 教育課程編成の基本的な考え方

問１ 教育課程編成の原則とはどのようなことか。

各学校においては、次の原則を踏まえ、家庭や地域社会との連携を図りつつ、学校と

して統一のある一貫性をもった教育課程の編成を行うように努めることが必要である。

(1) 教育基本法及び学校教育法その他の法令並びに学習指導要領の示すところに従うこ

と

各学校において編成される教育課程

については、公教育の立場から法令に

より種々の定めがなされていることか

ら、これらの法令と学習指導要領に従

って編成しなければならない。

(2) 生徒の人間として調和のとれた育成を目指すこと

「生徒の人間として調和のとれた育成を目指す」ということは、まさに学校教育の

目的そのものであって、教育課程の編成もそれを目指して行わなければならない。

(3) 地域や学校の実態を十分考慮すること

「地域や学校の実態を十分に考慮する」ということは、地域や学校の実態を的確に

把握し、生徒の人間としての調和のとれた発達を図るという観点から、学校の教育目

標の設定、指導内容の選択や組織、授業時数の設定等に十分反映させる必要があると

いうことである。すなわち、学校を取り巻く地域社会の実情や、学校の規模、教職員

や施設設備の状況、生徒の実態などの人的、物的条件の実態を十分考慮して、教育課

程を編成することが大切である。

(4) 課程や学科の特色を十分考慮すること

高等学校教育としては、課程や学科の別を問わず、その目標とするところに変わり

はないが、教育課程としては、必履修教科・科目の履修や卒業に必要な74単位以上の

修得を共通の基礎要件とし、これに加えてそれぞれの課程や学科の特色を生かした教

育を行うことを考えて編成する必要がある。

(5) 生徒の心身の発達の段階及び特性等を十分考慮すること

教育課程の編成に当たっては、生徒の一般的な発達の段階に即しながら、個々の生

徒についての能力・適性、興味・関心や性格、さらには進路などの違いにも注目して

いくことが大切である。各学校においては、生徒の発達の過程を的確にとらえるとと

もに、個々の生徒の特性等に適切に対

応し、その一層の伸長を図るよう適切

な教育課程を編成することが必要であ

る。

◆「その他の法令」

学校教育法施行規則、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律 など。

◆「学習指導要領」

学校教育法第52条及び学校教育法施行規則第84条の

規定に基づき、文部科学大臣が告示の形で定めたもの。

◆個々の生徒の「特性等」

能力・適性、興味・関心、性格などの個人の属性を「特

性」とし、進路や学習経験などそれ以外の事情と併せ「特

性等」としている。
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問２ 「生きる力」を育成する教育活動の展開において求められることは何か。

今回の改訂は、小・中・高等学校を通じて、①教育基本法改正等で明確になった教育

の理念を踏まえ「生きる力」を育成すること、②知識・技能の習得と思考力・判断力・

表現力等の育成のバランスを重視すること、③道徳教育や体育などの充実により、豊か

な心や健やかな体を育成することの３つの基本方針に基づいて行われたものである。

各学校においては、生徒の生きる力を育むことを目指し、創意工夫を生かした特色あ

る教育活動を展開する中で、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、これら

を活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力を育むと

ともに、主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生かす教育の充実に努める必要が

ある。また、道徳教育、体育・健康に関する指導については、生徒の発達段階を考慮し、

学校の教育活動全体を通じて、適切に行う必要がある。

問３ 知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成において配慮すべきこと

は何か。

「確かな学力」を育成するためには、基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ

ること、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他

の能力を育むことの双方が重要であり、これらのバランスを重視する必要がある。 こ

のため、各教科において、基礎的・基本的な知識・技能を習得しつつ、観察や実験、レ

ポートの作成、論述などにより、身に付けた知識・技能の活用を図る学習活動を行うと

ともに、それを総合的な学習の時間を中心に行われている課題解決的な学習や探究活動

へと発展させることが重要である。これらの学習活動は相互に関連し合っており、知識

・技能の活用を図る学習活動や総合的な学習の時間を中心とした探究活動を通して、思

考力・判断力・表現力等が育まれるとともに、知識・技能の活用を図る学習活動や探究

活動が知識・技能の習得を促進するなど、実際の学習の過程としては、決して一つの方

向で進むだけではないことに留意する必要がある。

問４ 豊かな心や健やかな体を育成するために配慮すべきことは何か。

豊かな心や健やかな体の育成にかかわっては、高等学校学習指導要領の総則１款「教

育課程の一般方針」第２項で道徳教育について、第３項で体育・健康に関する指導につ

いて示されている。

道徳教育については、人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体

を通じて行うものとされており、道徳的実践力を高めるとともに、自他の生命を尊重す

る精神や義務を果たし責任を重んずる態度などを養う必要がある。

体育・健康に関する指導は、生徒の発達の段階を考慮して、学校の教育活動全体を通

じて行うものとされており、特に、食育の推進並びに体力の向上、安全及び心身の健康
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の保持増進に関する指導については、保健体育科はもとより、家庭科、特別活動などに

おいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努める必要がある。また、それらの指

導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健

康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基

礎が培われるよう配慮する必要がある。

２ 教育課程編成上の基本的配慮事項

問１ 教育課程の編成に当たって配慮すべきことは何か。

(1) 選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程の編成

教育課程の編成に当たっては、生徒の特性、進路等に応じた適切な各教科・科目の

履修ができるようにし、このため、多様な各教科・科目を設け生徒が自由に選択履修

できるよう配慮することが必要である。また、教育課程の類型を設ける場合には、類

型自体をあまり固定的なものとせず、生徒が自由に選択履修できる各教科・科目を設

けたり、生徒が自由に選択履修できる幅を設けたりするなどの配慮が必要である。な

お、その際には、適切なガイダンスを併せて行うことに留意する必要がある。

(2) 各教科・科目等の内容等の取扱い

各教科・科目及び特別活動の指導に当たっては、学校において必要であると認めら

れる場合には、学習指導要領に示されている内容を確実に指導した上で、個に応じた

指導を充実する観点から、学習指導要領に示されていない内容を加えて指導すること

ができる。

また、各教科・科目及び特別活動の内容として示されている指導事項の関連を十分

に検討し、地域や学校の実態及び生徒の特性等を考慮するとともに、教科書との関連

も考慮して、指導の順序に工夫を加え、効果的な指導ができるよう指導内容を組織し、

指導計画を作成することが必要である。

(3) 指導計画の作成

指導計画は、各教科・科目、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれについて、

指導目標、指導内容、指導の順序、指導方法、使用教材、指導の時間配当等を定めた

より具体的な計画であり、各学校においては、次の事項に配慮しながら、学校の創意

工夫を生かし、全体として調和のとれた具体的な指導計画を作成する必要がある。

ア 各教科・科目等について相互の関連を図り、発展的、系統的な指導ができるよう

にすること。

イ 各教科・科目の指導内容については、各事項のまとめ方及び重点の置き方に適切

な工夫を加えて、効果的な指導ができるようにすること。

ウ 学校や生徒の実態等に応じ、必要がある場合には、義務教育段階での学習内容の

確実な定着を図るようにすること。

エ 全教師が協力して道徳教育を展開するために、道徳教育の目標を踏まえ、指導の

方針や重点を明確にして、学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育について、そ
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の全体計画を作成すること。

問２ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るためには、どのような工夫が必

要か。

今回の改訂では、高等学校段階の学習に円滑に移行できるよう、学校や生徒の実態等

に応じ、必要がある場合には、義務教育段階の学習内容の確実な定着を図るための指導

を行うことが示されている。このような指導を行うために指導計画を作成する上で考え

られる具体的な工夫としては、次の３点が考えられる。

(1) 高等学校における各教科・科目の指導に当たり、義務教育段階の学習内容の確実な

定着を図るための学習機会を適宜設けること。

(2) 必履修教科・科目について単位を増加させることで十分な指導時間を確保し、義務

教育段階の学習内容の確実な定着を図りながら、必履修教科・科目の内容の確実な習

得を図ることができるよう丁寧な指導を行うこと。

(3) 必履修教科・科目を履修させる前に、義務教育段階の学習内容の定着を図ることを

目標とした学校設定科目等を履修させること。

問３ 評価に当たって配慮すべきことは何か。

評価に当たっては、生徒の実態に応じた多様な学習を促すことを通して、主体的な学

習の仕方が身に付くように配慮するとともに、生徒の学習意欲を喚起するようにするこ

とが大切である。その際には、学習の成果だけではなく、学習の過程を一層重視する必

要がある。特に、他者との比較ではなく生徒一人一人の持つよい点や可能性などの多様

な側面、進歩の様子などを把握し、学年や学期にわたって生徒がどれだけ成長したかと

いう視点を大切にすることが重要である。また、生徒が自らの学習過程を振り返り、新

たな自分の目標や課題をもって学習を進めていけるような評価を行うことが大切であ

る。そのため、学習の過程の適切な場面で評価を行うことや、生徒自身の学習意欲の向

上を図る観点から生徒による相互評価や自己評価を取り入れるなど、指導内容や生徒の

特性に応じて、評価の場面や方法を工夫する必要がある。

問４ 必履修教科・科目の標準単位数の一部を減じることができる「特に必要がある

場合」とはどのような場合か。

高等学校においては、学習指導要領に示された単位数を標準として一定の幅の範囲内

で具体的な単位数を配当することができるが、必履修教科・科目については、標準単位

数を下らないものされている。しかし、総則第３款の１には、ただし書きとして「生徒

の実態及び専門学科の特色等を考慮し、特に必要がある場合には、（中略）その単位数

の一部を減じることができる。」とその特例が示されている。

この「特に必要がある場合」とは、中学校卒業者のほとんどの者が高等学校に進学し、



- H22総則 5 -

生徒の能力・適性、進路等が多様になっているという実態から、個々の生徒について個

性の伸長を図るため、必履修教科・科目の単位数の一部を減じる措置が必要な場合や、

必履修教科・科目に加え専門教科・科目を履修しなければならない専門学科において多

様な選択履修を可能とする必要がある場合が考えられる。なお、標準単位数の一部を減

じる場合は、当該科目の目標を実現できる範囲で行うことが前提である。

必履修教科・科目以外で標準単位数を示している科目についても、標準の限度を超え

ない範囲で単位数の一部を減じて配当することは可能であるが、生徒の実態等を十分考

慮して履修に無理のないよう単位数を定める必要がある。

問５ 職業学科において配慮すべきことは何か。

職業教育は、各教科・科目の履修を通して一般的教養を身に付けることにとどまらず、

実験・実習という実際的・体験的な学習を一層重視し、実践力を体得することに特色が

あると言える。したがって、職業に関する各教科・科目においては、実験・実習を一層

重視することとし、商業を除く職業学科においては、各教科の各科目にわたる指導計画

の作成について、原則として総授業時数の１０分の５以上を実験・実習に配当すること

が明記されていることに配慮する必要がある。

実験・実習のねらいは、体験を通して知識理解に役立て技能を習熟させることと、生

徒の自発的・創造的な学習態度を育成することであるが、特に、今回の改訂では、基礎

的・基本的な知識及び技術・技能の確実な習得とこれらを活用して課題を解決するため

に必要な思考力、判断力、表現力等の育成が重視されていることから、実際的・体験的

な学習である実験・実習の一層の充実が求められている。また、生徒の実態を考慮し、

職業に関する各教科・科目の履修を容易にするため特別な配慮が必要な場合には、各分

野における基礎的又は中核的な科目を重点的に選択し、その内容については基礎的・基

本的な事項が身に付くように取り扱い、また、主として実験・実習によって指導するな

どの工夫をこらすよう配慮する必要がある。

問６ 障害のある生徒の指導において配慮すべきことは何か。

障害のある生徒を指導するに当たっては、まず、生徒の障害の種類と程度等を、家庭、

専門医等との連携を密にしながら的確に把握しておく必要がある。

次に、個々の生徒の障害の状態等に応じた指導内容・指導方法の工夫を検討し、適切

な指導を計画的、組織的に行う必要がある。例えば、弱視の生徒に対する保健体育科に

おける球技の指導や理科等における観察・実験の指導、難聴や言語障害の生徒に対する

国語科における音読の指導や芸術科（音楽）における歌唱の指導など、それぞれに個別

的に特別な配慮が必要である。また、読み書きや計算などに困難があるＬＤ（学習障害）

の生徒に対する国語科における書き取りや数学科における計算の指導、ＡＤＨＤ（注意

欠陥多動性障害）や自閉症の生徒に対する、話して伝えるだけでなくメモや絵などを付

加する指導など、教師の適切な配慮により対応することが必要である。
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このため、特別支援学校や関係機関と連携を図り、障害のある生徒の教育についての

専門的な助言や援助を活用しながら、適切な指導を行うことが大切であり、例えば、障

害のある生徒一人一人について、指導の目標や内容、配慮事項などを示した計画（個別

の指導計画）を作成し、教職員の共通理解の下にきめ細かな指導を行うことが大切であ

る。

３ 教育課程編成の手順

問１ 教育課程の編成の手順としては、どのようなことが考えられるか。

教育課程の編成の手順は、それぞれの学校が実態に即して考えるべきものであること

から、ここでは一例として示すこととする。

(1) 学校の基本方針の明確化

学校として教育課程の意義、教育課程の編成の原則などの編成に対する基本的な考

え方を明確にするとともに、編成のための作業内容や作業手順の大綱を決め、作業計

画の全体について全教職員が共通理解をもつことが大切である。

また、編成のための組織と日程の基本的な方針を明確にすることが大切である。

(2) 具体的な組織と日程の決定

教育課程の編成は、組織的かつ計画的に実施する必要があることから、編成を担当

する組織を確立するとともに、学校の組織全体の中に位置付けることが必要である。

また、編成のための作業日程を明確にすることが大切である。

(3) 事前の研究や調査の実施

教育課程についての国の基準や北海道教育委員会の規則などを研究し理解するとと

もに、地域や学校の実態及び生徒の心身の発達の段階や特性、進路等を把握すること

が大切である。その際、保護者や地域住民の意向、生徒の状況等を把握することに留

意する必要がある。

また、生徒の学習状況や反応などに留意し、実施中の教育課程を検討し評価して、

その改善点を明確にすることが大切である。

(4) 教育課程の編成の基本となる事項の設定

学校の教育目標など教育課程の編成の基本となる事項は、学校教育の目的や目標及

び教育課程の基準に基づき、学校が当面する教育課題を踏まえて設定する。その際、

事前の研究や調査の結果を検討し、教育課題を明確にすることが大切である。

(5) 教育課程の編成

教育課程は学校の教育目標の実現を目指して、各教科・科目等及びその指導内容を

選択し、組織し、それに必要な単位数や授業時数を定めて編成する。

ア 学校の教育目標の効果的な達成を図るため、重点を置くべき事項を明確にしなが

ら、修得総単位数や各年次の修得単位数、類型の有無や種類、必履修教科・科目と

選択科目などの構成と履修年次、総合的な学習の時間、特別活動の位置付け等教育

課程の基本的な構造について、相互の関連を考慮しながら定める。
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イ 各教科・科目等及びその指導内容を選択し、定める。

(ｱ) 各教科・科目（必履修教科・科目、選択科目、学校設定教科・科目）の構成、総合

的な学習の時間の内容、特別活動の構成等を具体的に定める。

(ｲ) 指導内容について、その基礎的・基本的なものを明確にする。

(ｳ) 学校の教育目標の有効な達成を図るため、重点を置くべき指導内容を明確にする。

(ｴ) 各教科・科目等の指導において、基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得と思考

力・判断力・表現力等の育成を図るとともに、個に応じた指導を推進するよう配慮す

る。

(ｵ) 学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育、体育・健康に関する指導及び就業やボ

ランティアにかかわる体験的な学習の指導について、適切な指導がなされるよう配慮

する。

(ｶ) 地域や学校、生徒の実態に応じて学校が創意を生かして行う総合的な学習の時間を

適切に展開できるよう配慮する。

(ｷ) 指導内容に取り上げた事項のまとめ方や重点の置き方を検討する。

ウ 各教科・科目等及びその指導内容を組織する。

(ｱ) 基礎的、基本的な指導を重視するとともに、発展的、系統的な指導ができるように

類型や年次に応じ、各教科・科目等を配列し組織する。また、指導のまとめ方、指導

の順序及び重点の置き方に工夫を加える。

(ｲ) 各教科・科目、総合的な学習の時間及び特別活動について、各教科・科目等間の指

導内容相互の関連を図る。

(ｳ) 各教科・科目等の指導内容相互の関連を明確にする。

(ｴ) 発展的、系統的な指導ができるように指導内容を配列し組織する。

エ 単位数や授業時数を配当する。

(ｱ) 指導内容との関連において、各教科・科目、総合的な学習の時間及び特別活動につ

いて、それぞれの単位数や授業時数を定める。

(ｲ) 各教科・科目等や学習活動の特質に応じて、創意工夫を生かし、１年間の中で、学

期、月、週ごとの各教科・科目等の授業時数を定める。

(ｳ) 各教科・科目等の授業の１単位時間を、生徒の発達の段階及び各教科・科目等や学

習活動の特質を考慮して適切に定める。

４ 道徳教育の充実

問１ 高等学校における道徳教育の考え方とはどのようなことか。

道徳教育は、豊かな心をもち、人間としての在り方生き方の自覚を促し、道徳性を育

成することをねらいとする教育活動であり、社会の変化に主体的に対応して生きていく

ことができる人間を育成する上で重要な役割をもっている。また、今日の家庭や地域社

会及び学校における道徳教育の現状や生徒の実態などからみて、更に充実を図ることが

強く要請されている。



- H22総則 8 -

殊に、高等学校においては、生徒の発達の段階に対応した指導の工夫が求められてい

ることや小・中学校と異なり道徳の時間が設けられていないこともあって、学校の教育

活動全体を通じて行う道徳教育の指導のための配慮が特に必要である。

このため、高等学校における道徳教育の考え方として示されているのが、人間として

の在り方生き方に関する教育であり、公民科やホームルーム活動を中心に各教科・科目

等の特質に応じ学校の教育活動全体を通じて、生徒が人間としての在り方生き方を主体

的に探求し豊かな自己形成ができるよう、適切な指導を行うものとしている。小・中学

校においては、「自分自身」「他の人とのかかわり」「自然や崇高なものとのかかわり」

「集団や社会とのかかわり」の四つの視点から示されているが、この小・中学校におけ

る道徳教育も踏まえつつ、生徒の発達の段階にふさわしい高等学校における道徳教育を

行うことが大切である。

今回の改訂においても、「生きる力」の育成が基本的なねらいとされているが、この

「生きる力」とは、変化の激しい社会において、いかなる場面でも他人と協調しつつ自

律的に社会生活を送ることができるために必要な人間としての実践力であり、豊かな人

間性を重要な要素としている。このような力を育てるのが、心の教育であり、道徳教育

である。

高等学校における道徳教育は、生徒が自己探求と自己実現に努め国家・社会の一員と

しての自覚に基づき行為しうる発達の段階にあることを考慮し人間としての在り方生き

方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことにより、その充実を図ることと

しており、学校においては、全教師が協力して道徳教育を展開するため、道徳教育の目

標を踏まえ、指導の方針や重点を明確にして、学校の教育活動全体を通じて行う道徳教

育について、その全体計画を作成することが新たに規定された。

問２ 人間としての在り方生き方に関する教育の趣旨はどのようなものか。

高等学校段階の生徒は、自分の人生をどう生きればよいか、生きることの意味は何か

ということについて思い悩む時期である。また、自分自身や自己と他者との関係、さら

には広く国家や社会について関心をもち、人間や社会の在るべき姿について考えを深め

る時期でもある。それらを模索する中で、生きる主体としての自己を確立し、自らの人

生観・世界観ないし価値観を形成し、主体性をもって生きたいという意欲を高めていく。

したがって、高等学校においては、このような生徒の発達の段階を考慮し、人間の在り

方に深く根ざした人間としての生き方に関する教育を推進することが求められる。

人間は、同じような状況の下に置かれている場合でも必ずしもすべて同じ生き方をす

るとは限らず、考えられるいくつかの生き方の中から、一定の行為を自分自身の判断基

準に基づき選択する。そこでは、自分自身の固有な選択基準ないし判断基準をもつ必要

がある。このような自分自身に固有な選択基準ないし判断基準は、生徒一人一人が人間

存在の根本性格を問うこと、すなわち人間としての在り方を問うことを通して形成され

るものであるが、具体的には、様々な体験や思索の機会を通して自らの考えを深めるこ

とにより形成されてくるものである。したがって、人間としての在り方生き方に関する



- H22総則 9 -

教育においては、教師の一方的な押し付けや単なる先哲の思想の紹介にとどまることの

ないように留意し、人間としての在り方生き方について生徒が自ら考え、自覚を深めて

自己実現に資するように指導の計画や方法を工夫することが重要である。その際、就業

体験やボランティア体験など体験的な活動を重視することが大切である。

問３ 道徳教育の目標において、改善が図られたことは何か。

道徳教育の目標は、教育全体の目標にも通ずるものであるため、固有の目標として「そ

の基盤としての道徳性を養うこと」と規定され、道徳教育の役割が道徳性の育成にある

ことが明示されている。今回の改訂においては、改正教育基本法により新たに規定され

た理念を踏まえ、「伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛」する

こと、「公共の精神を尊」ぶこと、「他国を尊重」すること、「環境の保全に貢献」する

ことについての記述が加えられている。

問４ 道徳教育を進めるに当たっての配慮事項はどのようなものか。

道徳教育を進めるに当たっては、生徒の内面に根ざした道徳性を養うこととのかかわ

りにおいて道徳的実践力を高めるよう配慮して指導することが大切である。

その際、自らの生命の大切さを深く自覚するとともに、他の生命を尊重する「自他の

生命を尊重する精神」、他者の考えを尊重しつつ、自ら考え、自らの意志で決定し、そ

の行為の結果には責任をもつという「自律の精神」、自分が社会の構成員の一員である

ことを認識し、その中での役割を自覚して主体的に協力していくことのできる「社会連

帯の精神」、社会の秩序と規律を理解して自らに課せられた「義務を果たし責任を重ん

ずる態度」、さらには、自分と異なる他者の意見に十分耳を傾け、他者を尊重するとと

もに、各人が自他の「人権を尊重し」、世の中からあらゆる差別や偏見をなくすよう努

力し、望ましい社会の理想を掲げ、そのような社会の実現に積極的に尽くすよう努める

態度を養うよう配慮する必要がある。

学校における道徳教育は、全教育活動が有機的に関連し合って進めなければならない

が、その中軸となるのは、学校の設定する道徳教育の基本方針である。全体計画の作成

に当たっては、基本方針を具体化する上で、学校として特に工夫し、留意すべきことは

何か、各教育活動がどのような役割を果たすのか、家庭や地域社会との連携をどう図っ

ていくかなどについて総合的に示すことが求められる。

５ キャリア教育の充実

問１ キャリア教育が求められる背景は何か。

「キャリア教育」という文言が、文部科学行政関連の審議会報告等で初めて用いられ

たのは、中央教育審議会答申「初等中等教育と高等教育との接続の改善について（平成
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１１年１２月）」で、「小学校段階から発達段階に応じてキャリア教育を実施する必要

がある」と提唱された。平成１５年には、「若者自立・挑戦プラン」が策定され、その

重要な柱としてキャリア教育の推進が位置付けられた。その後、改正教育基本法におい

て「職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養う」ことや、改正学校教

育法において「職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応

じて将来の進路を選択する能力を養う」ことが規定されるなど、キャリア教育を推進す

る上での根拠が示された。

一方、近年の産業・経済の構造的変化や、雇用の多様化・流動化等を背景として、生

徒の進路をめぐる環境が大きく変化する中、生徒の勤労観、職業観の希薄化や高い早期

離職率、フリーター志向の広まりやいわゆるニートと呼ばれる若者の存在等が社会問題

となっている。

このような中、学校教育においては、社会の変化に主体的に対応できる能力の育成を

重視する観点から、生徒が自らの在り方生き方について考え、将来への夢や希望を抱き、

その実現を目指して、自らの意志と責任で自己の進路を選択決定する能力や態度を育成

することが重要であり、今回の改訂では、「キャリア教育の推進」が新たに追加して示

された。

問２ キャリア教育と職業教育の違いは何か。また、どのような関係にあるか。

キャリア教育とは、一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や

態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育である。一方、職業教育は、一定

又は特定の職業に従事するために必要な知識、技能、能力や態度を育てる教育である。

二つの教育の関係については、主として育成する力の観点に立てば、社会人・職業人

としての共通性や基盤をより重視し、社会的・職業的に自立するために必要な基盤とな

る能力や態度の育成を行うキャリア教育と、一定又は特定の職業に従事するために必要

な知識、技能、能力や態度を育てる職業教育に整理できる。

また、教育活動の観点に立てば、キャリア教育は普通教育・専門教育を問わず様々な

教育活動の中で実施されるものであり、そこには、職業教育における実践も含まれる。

具体的な職業を題材とする職業教育を通して行われる社会的・職業的に自立するために

必要な基盤となる能力や態度の育成は、キャリア教育の一環として重要であり、社会的

・職業的自立を促す上で極めて有効である。

問３ 進路指導とキャリア教育はどのような関係にあるか。

進路指導は、生徒が自らの生き方を考え、将来に対する目的意識を持ち、自らの意志

と責任で進路を選択する能力・態度を身に付けることができるよう、指導・援助するこ

とであり、定義・概念としてはキャリア教育との間に大きな差異は見られず、進路指導

の取組は、キャリア教育の中核をなすということができる。

今回の改訂においては、「キャリア教育を推進すること」が追加して示されており、
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進路指導が生徒の勤労観・職業観を育てるキャリア教育の一環として重要な役割を果た

すものであること、学ぶ意義の実感にもつながることなどを踏まえて、指導を行うこと

が大切である。

進路指導を効果的に進めていくためには、校内の組織体制を整備し、進路指導主事を

中心にホームルーム担任の教師をはじめ学校全体の教師が相互に密接な連絡をとるとと

もに、家庭や地域社会、公共職業安定所をはじめとする関係機関との連携についても十

分配慮していく必要がある｡

問４ 高等学校において、キャリア教育を推進する際の留意点は何か。

高等学校段階においては、自らの将来のキャリア形成を自ら考えさせ、選択させるこ

とが重要である。各学校においては、学習指導要領を着実に実施するとともに、キャリ

ア教育の視点からは、学科や卒業後の進路を問わず、現実的に社会・職業の理解を深め

ることや、自分が将来どのように社会に参画していくかを考える教育活動などを行うた

め、関連する様々な取組を各学校の指導計画に適切に位置付け、計画性と系統性を持っ

て展開するとともに、次のような観点を踏まえた学習に取り組むことが必要である。

(1) 社会的・職業的に自立するために必要な基盤となる能力（基礎的・汎用的能力）や

態度を育成すること。

(2) キャリアを積み上げていく上で必要な知識等を、教科・科目等を通じて理解させる

こと。

(3) 職業講話や就業体

験活動等の体験的な

学習の機会を、計画

的・系統的なキャリ

ア教育の一環として

十分に提供し、これ

らの啓発的な経験を

通して、進路を研究

し、自己の適性の理

解、将来設計の具体

化を図らせること。

(4) これらの学習を通

して、生徒が自らの

価値観を形成し、とりわけ勤労観・職業観を確立できるようにすること。

６ 総合的な学習の時間の充実

問１ 各学校において定める目標や内容の設定について配慮すべきことは何か。

「社会的・職業的自立、社会・職業への円滑な移行に必要な力」の構成

「今後の学校におけるキャリア教育の在り方について」(第二次審議経過報告)より
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今回の改訂では、総合的な学習の時間のねらいや育てようとする資質、能力、態度等

を明確にするため、目標が新たに設定された。各学校においては、学習指導要領に示さ

れた目標を踏まえ、総合的な学習の時間の目標や内容を適切に定めて、特色ある教育活

動を展開する必要がある。ここに総合的な学習の時間の大きな特質があるが、各学校が

目標や内容を定めることとされているのは、創意工夫を生かした横断的・総合的な学習

や探究的な学習を実施することが期待されていることなどからである。

目標を定めるに当たっては、総合的な学習の時間全体を通して、各学校が育てたいと

願う生徒像や育てようとする資質や能力及び態度、学習活動の在り方などを表現したも

のになるよう留意する必要がある。

また、各学校においては、内容として、目標の実現のためにふさわしいと判断できる

学習課題を定める必要があるが、その際、日常生活や社会とのかかわりを重視し、その

時々に最適な学習課題が何かを、適宜、判断するとともに、地域や学校、生徒の実態等

に応じて見直しを図る必要がある。

さらに、総合的な学習の時間を充実させるため、小・中学校等との接続を視野に入れ、

連続的かつ発展的な学習活動が行えるよう、目標や内容を設定することも重要である。

問２ 指導計画の作成について配慮すべきことは何か。

総合的な学習の時間が実効性のある

ものとして実施されるためには、地域

や学校、生徒の実態や特性を踏まえ、

各教科等を視野に入れた全体計画及び

年間指導計画を作成することが必要で

ある。

この２つの計画において、各学校が、

総合的な学習の時間を通してその実現

を目指す「目標」と、その目標を実際

の教育活動へと実践するために具体的

・分析的に示した「育てようとする資

質や能力及び態度」、目標を実現する

ためにふさわしいと判断した学習課題

等からなる「内容」を明確にすることが重要である。

また、それらとの関連において生み出される「学習活動」、その実施を推進していく

「指導方法」や「指導体制」、生徒の学習状況等を適切に把握するための「学習の評価」

などを示す必要がある。

問３ 総合的な学習の時間における学習活動により、特別活動の学校行事の実施に替

えることができるのはどのような場合か。

目標、育てようとする資質や能力及び態度、
内容、学習活動の関係
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今回の改訂においては、総合的な学習の時間において問題の解決や探究活動の過程に

体験活動を実施した結果、望ましい人間関係の形成や公共の精神の育成など、特別活動

の学校行事として同様の成果が期待できる場合にのみ、相当する特別活動の学校行事の

実施に替えることができることが示された。

このような場合、総合的な学習の時間とは別に、特別活動として改めて同じような体

験活動を行わないとすることが考えられるが、代替が認められるのは、総合的な学習の

時間の趣旨を踏まえるとともに、特別活動の趣旨をも踏まえることが前提となっており、

特別活動において体験活動を実施したことをもって総合的な学習の時間の代替を認める

ものではないこと、また、総合的な学習の時間において体験活動を行ったことのみをも

って特別活動の代替を認めるものではないことに留意する必要がある。

問４ 総合的な学習の時間における学習指導のポイントは何か。

今回の改訂では、総合的な学習の時間を「横断的・総合的な学習」に加えて「探究的

な学習」とすることと、この時間において「協同的な態度」を育てることがこれまで以

上に明確に示されている。

探究的な学習とは、問題

解決的な活動が発展的に繰

り返されていく一連の学習

活動であり、物事の本質を

見極めようとする知的営み

のことであるが、総合的な

学習の時間においては、①

課題の設定、②情報の収集、

③整理・分析、④まとめ・

表現といった学習の過程が

繰り返され、単元の学習活

動を発展的に高めていくこ

とが重要なポイントである。

こうした探究の過程は、いつも①～④が順序よく繰り返されるわけではなく、順番が

前後することや、一つの活動に中に複数のプロセスが一体化して同時に行われる場合も

あり、上の図のように何度も繰り返され、スパイラルに高まっていく。

また、総合的な学習の時間においては、特に、他者と協同して課題解決する学習活動

を重視することが求められている。それは、多様な考え方をもつ他者と適切にかかわり

合ったり、社会に参画したり貢献したりする資質や能力及び態度の育成につながるとと

もに、協同的に学ぶことにより、探究的な学習として、生徒の学習の質を高めることに

つながるからである。

そのため、高等学校においては、一人一人の学習の質を高めるために、生徒同士によ

る学び合いや地域との大人とのかかわりを活用するよう配慮することが大切である。
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７ 北海道公立高等学校平成２２年度入学生教育課程編成の状況

○資料１

「学校設定教科・科目」の設置状況（全日制・定時制）

教科数 科目数 設置校数 設置学科数

平成２２年度 ２６ ５１０ ２０９ ３３４

平成２１年度 ２６ ５４６ ２２０ ３２４

○資料２

「学校外における学修の単位認定」の状況

大 学 ・ 高 専 等 に 技能審査等の成果 ボランティア活動
おける学修 等の学修

全 日 制 課 程 普 通 科 １５校 ５６校 １２校

全日制課程総合学科 ６校 ８校 ５校

全日制課程専門学科 ５校 ４２校 ４校

定 時 制 課 程 普 通 科 ４校 １８校 ６校

定時制課程専門学科 ３校 １５校 ３校

○資料３

「類型を設定している学校（全日制）」の状況

第１学年から 第２学年から 第３学年から

普 通 科 ３校 ６０校 ２９校

専門学科 ２校 ２１校 ２校

○資料４

「履修と修得を分離している学校」の状況

全日制課程 全日制課程 全日制課程 定時制課程 定時制課程
普 通 科 総 合 学 科 専 門 学 科 普 通 科 専 門 学 科

校 数 ６０校 １３校 ２６校 ９校 １０校

○資料５

「学期の区分ごとの単位修得の認定を行っている学校」の状況

全日制課程 全日制課程 全日制課程 定時制課程 定時制課程
普 通 科 総 合 学 科 専 門 学 科 普 通 科 専 門 学 科

校 数 ２７校 ９校 ７校 ８校 ８校

○資料６

「２学期制を実施している学校」の状況

平成２２年度 平成２１年度 平成２０年度 平成１９年度

全日制課程 ２００校 ２００校 １９６校 １９７校

定時制課程 ３７校 ３７校 ３４校 ３９校

注：中等教育学校は、全日制課程普通科に含めている。


